
サンプルテキスト

  The Knights Proposal  Ｎo．P-00187                                                  ■ 発行／2020.7.17 
                                              

                                                                                                                               
         

 
 

〒336-0015  さいたま市南区大字太田窪2051番地2 

TEL.0120-01-2590  FAX.048-886-2817 
URL:https://www.knights.co.jp 

5以上

7未満

7%

7以上

9未満

93%

ｐH（水素イオン濃度)

10未満
9%

10以上

100未満

49%

100以上

600未満

42%

ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）

 

 

厚生労働省医政局総務課から、2019 年 1 月 5 日付で「医療機関における下水排除基準の遵守について   

（依頼）」という事務連絡が出されています。 

内容としては、下水道排除基準を逸脱した排水が原因とみられるコンクリートの腐食に対する注意喚起と 

なっており、東京都下水道局ＨＰにも酸性排水による下水道管の損傷事例と注意喚起が掲載されています。 

こうした事態を受けて、日本透析医学会から「2019 年度版透析排水基準」が策定されています。 

 

 当社にご依頼いただいた過去 3 年間の透析排水において、ご依頼の多い 3 項目に対する検出割合を以下に

示しました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

集計したデータは全て基準値内（下水道排除基準内）でした。なお、ｐＨに関しては基準を満たしている  

ものの、若干アルカリ性に偏っている傾向にあります。よって、この傾向を踏まえての中和が必要になります。 

また、透析排水の特徴としてＢＯＤ、ＳＳの数値が比較的高く出る傾向にあるようです。透析液には酢酸や  

ブドウ糖といった有機物が含まれており、これらはＢＯＤを高める要因になります。ＳＳに関しては見た目が

きれいでも透析排水中には細かい粒子が含まれている傾向があるため、注意を要する項目になります。 

※「2019 年度版透析排水基準」では、ｐＨの基準（5～9）と水温の基準（45℃未満）が明記されています。 

これは下水道法における除害施設設置基準に基づいており、この基準にはＢＯＤとＳＳの基準値はありません。 

しかし、病床数が多い場合にはＢＯＤ、ＳＳの基準が適用されてきます。 

 

 特定施設と呼ばれる施設においては、下水道への放流において基準を守る必要があります。病院では病床数

が 300 以上あるものが対象となります。しかし、特定施設に該当しない場合でも、下水道に下水を継続して

排除して公共下水道を使用する者は、下水道保護の観点から除害施設等の設置が求められる場合があり、透析

排水においてはこの要件に該当する排水になるため、下水道の基準を守る必要があります。特に下水道管損傷

事例にもあるように、ｐＨにおいては注意が必要になります。透析排水は未処理のまま放流すると下水道管を

損傷する恐れのある排水です。よって、法的な基準遵守も含めた適切な維持管理が重要です。 

詳しくは、当社 分析担当者 荒木、武井（フリーダイヤル０１２０－０１－２５９０）まで    

お気軽にお問い合わせ下さい。    
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